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　子どもの悩みや心配事の相談を電話
で受けています。秘密は厳守されます
ので、お気軽にご利用ください。
■相談先
　教育委員会（内線210）
■相談日時
　月〜金曜日　午前８時30分〜午後４
　時30分（土・日曜日、祝祭日、　　　
　年末年始を除く）

教 育 相 談 電 話 行政・人権相談夕 ぐ れ 窓 口
　７月の夕ぐれ窓口を次のとおり町民
生活課窓口で開設します。
■開設期日　７月11日（金）、25日（金）
■開設時間　午後５時〜６時
　閉庁後に戸籍抄本・謄本（午後５時ま
でに電話での申し込みが必要）や印鑑証
明書、住民票が必要な方、町に対する苦
情や意見、要望のある方は、どうぞお気
軽においでください。

　町では、町民の皆さんの行政に対する意見
や要望、また日ごろ生活する上での困り事な
ど、さまざまな内容の相談を受けるための行
政相談と人権相談を行っています。
　７月の相談日は次のとおりです。
■期　　日　10日（木）
■相談時間　午前10時〜午後３時　
■場　　所　国際交流会館１階102研修室

　
毎
月
第
二
、
第
四
金
曜
日
の
午
後

五
時
か
ら
六
時
ま
で
、
役
場
町
民
生

活
課
窓
口
に
お
い
て
開
設
し
て
い
る

夕
暮
れ
窓
口
で
は
、
住
民
票
の
発
行

等
の
従
来
の
業
務
に
加
え
、
町
税
等

︵
町
が
納
付
書
を
発
行
し
て
い
る
も

の
に
限
り
ま
す
︶
の
納
付
が
で
き
ま

す
。

　
仕
事
の
時
間
の
都
合
な
ど
で
銀
行

等
で
の
納
付
が
困
難
な
方
で
も
納
付

が
し
や
す
く
な
り
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
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税
務
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収
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２
４
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夕
暮
れ
窓
口
で
は
町
税

等
の
納
付
が
で
き
ま
す

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・

猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」

や
「
若
年
者
︵
三
十
歳
未
満
︶
納
付

猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、
住

民
登
録
を
し
て
い
る
市
区
役
所
ま
た

は
町
村
役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

書
は
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

　
平
成
二
十
六
年
度
の
免
除
等
の
受

国
民
年
金
保
険
料
免
除

等
の
申
請
に
つ
い
て
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は
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
開

始
さ
れ
、
平
成
二
十
六
年
七
月
分
か
ら

平
成
二
十
七
年
六
月
分
ま
で
の
期
間

を
対
象
と
し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
四
月
か
ら
法
律
が
改

正
さ
れ
て
、
二
年
一
か
月
前
の
月
分
ま

で
遡
及
し
て
免
除
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
失
業
等
に
よ
り
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

に
な
っ
た
も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い

た
た
め
に
未
納
期
間
を
有
し
て
い
る
方

等
は
、
一
度
、
市
区
役
所
・
町
村
役
場

の
国
民
年
金
窓
口
ま
た
は
年
金
事
務

所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
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わ
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民
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活
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援
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   ︵
内
線
１
６
１
︶

　
平
成
二
十
六
年
九
月
七
日
︵
日
︶

に
開
催
さ
れ
る
第
二
十
二
回
青
森
県

民
駅
伝
競
走
大
会
に
出
場
す
る
鶴
田

町
代
表
候
補
選
手
を
募
集
し
ま
す
。

自
薦
他
薦
は
問
い
ま
せ
ん
。

●
応
募
資
格

　
町
内
に
在
住
・
在
勤
さ
れ
て
い
る

　
方
︵
た
だ
し
、
他
市
町
村
に
居
住

　
し
て
い
る
中
学
生
・
高
校
生
・
大

　
学
生
は
、
保
護
者
の
方
が
町
内
に

　
居
住
し
て
い
る
こ
と
︶

●
応
募
方
法

　
教
育
委
員
会
社
会
教
育
班
へ
電
話

　
連
絡
ま
た
は
直
接
窓
口
で
お
申
し

　
込
み
く
だ
さ
い
︵
※
目
安
と
な
る

　
記
録
が
あ
れ
ば
持
参
し
て
く
だ
さ

　
い
︶。

●
選
考
方
法

　
合
同
練
習
会
で
の
状
況
な
ど
を
参

　
考
に
八
月
ま
で
に
決
定
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　
教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班

　
︵
内
線
２
１
１
、２
１
２
︶

﹁
第
二
十
二
回
青
森
県
民

駅
伝
競
走
大
会
﹂
鶴
田

町
代
表
候
補
選
手
募
集

　
七
月
二
十
七
日︵
日
︶、「
第
四
十
五

回
町
民
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」
が
鶴
田
中
学
校
グ
ラ
ウ

ン
ド
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
今
年
も
楽
し
い
競
技
を
企
画
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
家
族
、

ご
近
所
の
皆
さ
ま
を
お
誘
い
合
わ
せ

の
上
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
参
加
に
つ
き
ま
し
て
は
、

各
町
内
会
単
位
で
の
参
加
に
な
り
ま

す
の
で
、
各
町
内
会
ま
で
お
問
い
合

ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
で
気
持
ち
の
よ
い

汗
を
か
こ
う
‼‼

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
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合
わ
せ
先

　
教
育
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教
育
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線
２
１
１
、２
１
２
︶
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　【４か月児健康診査】
・月　日　７ 月 ２ 日（ 水 ）　　　
・受　付　午後１時〜１時10分　　　　
・対　象　平成26年２月生
・内　容　小児科診察・離乳食のすす  
　　　　  め方と試食
　【10か月児健康診査】
・月　日　７ 月 ２ 日（ 水 ）　　　
・受　付　午後１時10分〜１時20分　　
・対　象　平成25年８月生
・内　容　小児科診察・虫歯予防のお話
　　　　  離乳食のすすめ方と試食　
　【７か月児健康相談】
・月　日　７ 月 ３ 日（ 木 ）
・受　付　午前９時〜９時10分　　　　　
・対　象　平成25年11月生
・内　容　育児相談・離乳食のすすめ方　
　            と試食　　

乳 幼 児
健康診査

  【３歳児健康診査】
・月　日　７ 月 3 0 日（ 水 ）
・受　付　午後12時〜12時10分 
・対　象　平成22年11 〜 12月生
               平成23年１月生
・内　容　小児科・歯科診察、尿検査、耳
　　　　  鼻科検査、育児・発達相談等
※３歳児健診のみ個別通知あり
※バスタオル・母子手帳を忘れずにお持
　ちください。また、風邪などの病気の
　あるお子さんは次回の健診を受けられ
　ますので、事前に保健師まで連絡して
　ください。
※離乳食試食の際は、赤ちゃん用エプロ
　ン、おしぼりをお持ちください。

平
成
二
十
六
年
度
﹁
こ

こ
ろ
の
相
談
﹂
の
開

催
に
つ
い
て

　
不
眠
、
不
安
、
憂
う
つ
、
仕
事
が

手
に
つ
か
な
い
な
ど
の
悩
み
を
お
持

ち
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

●
相
談
日

　
毎
月
第
二
金
曜
日

　
午
後
一
時
～
二
時

　
平
成
二
十
六
年
度
日
程
︵
※
電
話　

　
等
で
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
︶

　
七
月
十
一
日
、
八
月
八
日
、
九
月

　
十
二
日
、
十
月
十
日
、
十
一
月
十
四

　
日
、
十
二
月
十
二
日
、
一
月
九
日
、

　
二
月
十
三
日
、
三
月
十
三
日

●
相
談
担
当

　
①
奇
数
月　

　
　
精
神
科
嘱
託
医

　
　
精
神
保
健
福
祉
相
談
員

　
②
偶
数
月　

　
　
精
神
保
健
福
祉
相
談
員

●
相
談
場
所

　
西
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉

　
部
保
健
総
室︵
五
所
川
原
保
健
所
︶

　
第
一
相
談
室

■
お
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い
合
わ
せ
先
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康
福
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保
健
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︵
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︶
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康
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■申し込み・問い合わせ先
　健康保険課 健康長寿班
　(内線131,132,133)

場所：町保健福祉センター「鶴遊館」
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　町では、豊明館や鶴遊館、町内の店舗
で献血を行っています。献血は 16 歳か
ら 69 歳までできます（65 歳から 69 歳
までの方は、60 歳から 64 歳までに献血
の経験がある方に限られます）。ご協力
をお願いします。

　献血にご協力ください

婦人健診がスタートしました
　６月 15 日（日）より、婦人健診が
始まりました。子宮頸がん・卵巣がん
検診、乳がん検診を行っています。
　まだ申込みをされていない方は、健
診期間中にお申込みいただければ受診
できます。今年度、対象の方は、ぜひ
この機会に健診を受診しましょう。

禁煙に挑戦してみませんか？
　たばこは、喫煙者だけでなく、非喫
煙者にも大きな害を及ぼします。たば
こを止めることによって、さまざまな
がんや心臓病、脳卒中などの病気にか
かるリスクを減らすことができます。　
　喫煙が誘発・重症化させる生活習慣
病は数えきれません。健康を守るため
に、たばこを正しく理解し、禁煙に取
り組んでみましょう。

﹁
み
ち
の
く
・
ふ
る
さ

と
貢
献
基
金
﹂
助
成
事

業
募
集
の
お
知
ら
せ

　
み
ち
の
く
・
ふ
る
さ
と
貢
献
基
金

で
は
、
新
興
企
業
な
ら
び
に
事
業
拡

大
を
目
指
し
、
新
規
事
業
参
入
や
開

発
・
研
究
を
行
う
県
内
の
個
人
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
お
よ
び
企
業
等
に
対
し
、

必
要
な
助
成
を
し
て
い
ま
す
。

●
応
募
期
間

　
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
︵
火
︶

　
～
九
月
三
十
日
︵
火
︶

●
応
募
方
法

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を
ダ

　
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
必
要
事
項
を
記

　
入
し
て
財
団
事
務
局
へ
送
付
。

●
助
成
金

　
必
要
経
費
の
二
分
の
一
以
内
で
、

　
三
百
万
円
を
限
度
と
す
る
。

●
対
象
者
・
対
象
団
体

　
助
成
金
給
付
後
、
事
業
・
研
究
報

　
告
書
を
提
出
で
き
る
青
森
県
内
の

　
個
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
お
よ
び
企
業

　
等

■
応
募
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
公
益
財
団
法
人
み
ち
の
く
・
ふ
る

　
さ
と
貢
献
基
金　
事
務
局
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２

　
青
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目
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号
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Ｅ
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７
︵
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７
４
︶
１
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http://w
w

w
.m

ichinoku-

　

furusato.or.jp

五
所
川
原
市
を
応
援
し
ま
す
外

◎
広
報
有
料
広
告

㈱
あなたのリフォーム、全力でサポートします

 【広報つるた有料広告】 
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こちら町の情報局

●目的　家庭から排出される食品ロスの実態把握のため、生ごみの組成を調査。
●対象　町内200世帯
●内容　９月と２月の任意の３日間の生ごみの排出量を、調理くず（①）、
　　　　食べ残し（②）、出し殻（③）により分類。
　　　　手付かず食品（④）は７日間の排出量を計量。
●結果　下図参照

●まとめ　
　１人１日当たりの排出量（生ごみ）の合計は減少しました。
この調査結果から、食品ロス実態調査に協力していただい
た200世帯の食品ロスに対する意識が変わったため、排出
量は減ったと思われます。
　町民の皆さまにも、この食品ロスを少しでも減らしてい
ただきたく、家庭ごみ減量化レシピ集を配布しましたので、
ぜひ参考にしていただきたいと思います。

（調査結果の詳細、家庭ごみ減量化レシピ集は町のホームペ
ージにも掲載しています）

調理くず 食べ残し 期限切れ 出し殻 合 計

９月 184 51 43 15 293

２月 132 43 28 17 220

◆１人１日当たりの排出量（生ごみ） （単位：グラム）

※ 参考 「１人１日あたりのごみの排出量（24年度）  765g」

■問い合わせ先　町民生活課 くらしの窓口班 （内線151）

■食品ロスに関する認識・行動調査
　  （アンケート調査）
①「食品ロス」という言葉を「よく知
　っている」人が増加した（38%→59%）
②「食品ロス削減のために取り組んでい
　ること」が「ある」と答えた人が増加
　した（63%→82%）
③「スーパーで買い物するとき」の考慮
　事項として、「期限の長い物を買う」
　との回答が減り、「食べる日時を考え
　て買う」という回答が増えた

町の食品ロス実態調査結果をお知らせします町の食品ロス実態調査結果をお知らせします町の食品ロス実態調査結果をお知らせします

国民健康保険税の限度額が変わります 

　これまで国民健康保険税の限度額は医療分51
万円、介護分12万円、後期高齢者支援分14万
円の合計77万円でしたが、国民健康保険税条例
が改正され、平成26年４月１日より、介護分
14万円、後期高齢者支援分が16万円にそれぞ
れ引き上げられました。
　それにより限度額の合計が81万円になりま
す。なお、医療分については現行どおりです。
　詳しくは、税務会計課税務相談班までお問い
合わせください。

■問い合わせ先
　税務会計課 税務相談班（内線122）

税務会計課からのお知らせ

ふるさと鶴田会総会を開催します 

●総会（終了後、懇親会があります）
　日時　平成26年７月５日（土）  午後４時〜
　場所　東京グリーンパレス（東京都千代田区）
　懇親会費　五千円

■申し込み・問い合わせ先
　事務局：総務課 まちづくり班（内線261）

総務課からのお知らせ

　町では食品ロス（まだ食べられるのに捨てられる食べ物）の実態調査を昨年の
９月から今年の２月にかけて実施しました。今回はその調査結果の概要について
お知らせします。

　関東近郊にお住まいの当町出身者で組織する「ふ
るさと鶴田会」では、平成26年度総会を開催します。
ご家族やご親戚、お知り合いで対象となる方がい
らっしゃいましたら、ご入会をお勧めくださいま
すようお願いいたします。ふるさと鶴田会では、
総会の開催のほか、町広報紙の送付等の事業を実
施しております（年会費２千円）。
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４月 24 日（木 )、５月 27 日（火）に国際交流会館
で行われた誕生証書交付式に出席された方々

（平成 26 年２月、３月届け出）

やっと会えたね♥パパとママ
を選んでくれてありがとう♥
大きくなってね♥

（成田 友美さん・沖）

凱飛（かいと）くんへ
生まれてきてくれてありがと
う♥一緒に頑張ろうね。

（小山内 沙耶さん・公園通り）

奎瑠（けいる）くんへ
生まれてきてくれてありがと
う。元気に育ってね。

（齊藤 光さん・亀田）

凛羽（りう）ちゃんへ
健康で元気に育ってね。

（澁谷 美里さん・稲川）

琉心（りゅうしん）くんへ

　鶴田町では、軽自動車税に分類される車両のうち、原動機付自転車および小型特殊自動車に関係する
５種類のナンバープレートを発行しておりますが、それに加え、地域振興、観光振興に役立てることを
目的として、鶴田町マスコットキラクター「つるりん」と「鶴の舞橋」をモチーフとした町独自のデザ
インによる「鶴田町ご当地ナンバープレート」の発行を開始します。
　「鶴田町ご当地ナンバープレート」は、新規登録で取得できるほか、すでに登録している車両でも無料
で交換できます。また、従来のナンバープレートも引き続き取得できます。

ご当地ナンバープレートの交付が始まります

１ 交付開始日時　
　 平成 26 年７月１日（火）午前８時 30 分
２ 交付場所　　　　
　 鶴田町役場税務会計課窓口
３ 対象車種　右図参照
４ 交付に必要なもの

車　種 色

原動機付自転車

50cc 以下 白色

50cc 超 90cc 以下 黄色

90cc 超 125cc 以下 桃色

ミニカー 青色

小型特殊自動車
　　　 農耕用

緑色
　　　 その他

△新しく発行される「鶴田町ご当地ナンバープレート」
■問い合わせ先　
　税務会計課 税務相談班（内線 121）

こちら町の情報局

５ 費 用　無料です。

①新しく原動機付自転車等を取得した場合
　印鑑、軽自動車税申告書兼標識交付申請書、　
　本人確認書類
②現在登録があるナンバープレートから交換
　する場合
　現在使用中のナンバープレート、印鑑、軽
　自動車税申告書兼標識交付申請書、本人確
　認書類
※原動機付自転車のナンバープレートを交換
　した場合は、自賠責保険の契約変更が必要
　となりますので、おのおの保険会社へ確認
　して下さい。


